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(57)【要約】
【課題】限られた空間に配設することができる複数の電
線の導出が可能なプロテクタ及びプロテクタ付ワイヤー
ハーネスを提供する。
【解決手段】電線を保護するためのプロテクタは、第１
プロテクタ本体部と、第２プロテクタ本体部と、固定部
と、を備えている。ここで、第１プロテクタ本体部は、
第１電線保護部と、第１電線保護部上において第１電線
群を構成する２本以上の電線を一列に並べた状態で保持
し且つ外部に導出することが可能な第１電線導出部とを
有する。第２プロテクタ本体部は、第２電線保護部と、
第２電線保護部上において第２電線群を構成する２本以
上の電線を一列に並べた状態で保持し且つ外部に導出す
ることが可能な第２電線導出部とを有する。そして、固
定部は、第１電線保護部と第２電線保護部とが第１電線
導出部及び第２電線導出部を挟んでいる状態で、第１プ
ロテクタ本体部と第２プロテクタ本体部とを相互に固定
することが可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電線を保護するためのプロテクタであって、
　第１電線保護部と、前記第１電線保護部上において第１電線群を構成する２本以上の電
線を一列に並べた状態で保持し且つ外部に導出することが可能な第１電線導出部とを有す
る第１プロテクタ本体部と、
　第２電線保護部と、前記第２電線保護部上において第２電線群を構成する２本以上の電
線を一列に並べた状態で保持し且つ外部に導出することが可能な第２電線導出部とを有す
る第２プロテクタ本体部と、
　前記第１電線保護部と前記第２電線保護部とが前記第１電線導出部及び前記第２電線導
出部を挟んでいる状態で、前記第１プロテクタ本体部と前記第２プロテクタ本体部とを相
互に固定することが可能な固定部と、を備えた、プロテクタ。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロテクタであって、
　前記第１プロテクタ本体部と前記第２プロテクタ本体部とを回動可能に連結する連結部
、を更に備え、
　前記連結部が、
　前記第１プロテクタ本体部と前記第２プロテクタ本体部とを相対的に回動させることで
、前記第１電線保護部と前記第２電線保護部とが前記第１電線導出部及び前記第２電線導
出部を挟んで対向していない第１状態から、前記第１電線保護部と前記第２電線保護部と
が前記第１電線導出部及び前記第２電線導出部を挟んで対向しており且つ前記第１プロテ
クタ本体部と前記第２プロテクタ本体部とが前記固定部によって相互に固定されている第
２状態に遷移させることが可能である、プロテクタ。
【請求項３】
　請求項１に記載のプロテクタであって、
　前記第１プロテクタ本体部と前記第２プロテクタ本体部とが、相互に離間しており且つ
連結されていない第１状態、及び前記第１電線保護部と前記第２電線保護部とが前記第１
電線導出部及び前記第２電線導出部を挟んで対向しており且つ前記固定部によって相互に
固定されている第２状態の何れか一方の状態に、選択的に設定することが可能な、プロテ
クタ。
【請求項４】
　請求項１から請求項３の何れか１つの請求項に記載のプロテクタであって、
　複数本の電線を導入することが可能な電線導入部、を備え、
　前記電線導入部から前記第１電線導出部にかけて電線の配設が可能であり且つ電線を保
護することが可能であるとともに、前記電線導入部から前記第２電線導出部にかけて電線
の配設が可能であり且つ電線を保護することが可能である、プロテクタ。
【請求項５】
　請求項１から請求項４の何れか１つの請求項に記載のプロテクタと、
　前記第１電線導出部において一列に並べられた状態で保持され且つ前記プロテクタから
導出されている２本以上の電線を含む第１電線群と、
　前記第２電線導出部において一列に並べられた状態で保持され且つ前記プロテクタから
導出されている２本以上の電線を含む第２電線群と、を備え、
　前記固定部が、
　前記第１電線保護部と前記第２電線保護部とが前記第１電線導出部及び前記第２電線導
出部を挟んでいる状態で、前記第１プロテクタ本体部と前記第２プロテクタ本体部とを相
互に固定している、プロテクタ付ワイヤーハーネス。
【請求項６】
　請求項４に記載のプロテクタと、
　前記電線導入部から前記導入された複数本の電線と、を備え、
　前記複数本の電線が、
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　前記複数本の電線の少なくとも一部が枝分かれして、前記第１電線導出部において一列
に並べられた状態で保持され且つ前記プロテクタから導出されている２本以上の電線を含
む第１電線群と、
　前記複数本の電線の少なくとも一部が枝分かれして、前記第２電線導出部において一列
に並べられた状態で保持され且つ前記プロテクタから導出されている２本以上の電線を含
む第２電線群と、を含んでおり、
　前記固定部が、
　前記第１電線保護部と前記第２電線保護部とが前記第１電線導出部及び前記第２電線導
出部を挟んでいる状態で、前記第１プロテクタ本体部と前記第２プロテクタ本体部とを相
互に固定している、プロテクタ付ワイヤーハーネス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両等に配設される電線を保護する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両等に配設される電線には、保護及び経路規制等を目的として、その周囲にプロテク
タが装着される場合がある。
【０００３】
　このようなプロテクタにおいては、例えば、複数の電線が導入される場合、或いは電線
が複数の枝線に枝分かれする場合には、プロテクタから複数の電線が導出される。そして
、同じ方向に多くの枝線を導出したい場合もある。
【０００４】
　ところが、例えば、車両等にプロテクタを配置する場合には、限られた空間に他の部材
とともにプロテクタを配置する必要がある。このため、電線を導出するための複数の電線
導出部が単純に一列に並べられたプロテクタでは、プロテクタの幅が過度に広くなり、車
両等への配置が難しいことが想定される。
【０００５】
　そこで、複数の電線導出部を２列以上に並べて導出することが考えられる。例えば、特
許文献１には、第１プロテクタ本体上に１列の電線群が組み付けられ、その上から、第２
プロテクタ本体上に１列の電線群が組み付けられたものが重ねられる２階建て構造を有し
、さらに第１プロテクタ本体と蓋部とをロック固定することで、第２プロテクタ本体を内
部に収容可能なプロテクタが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２０１３９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載のプロテクタでは、例えば、第１プロテクタ本体と蓋
部との間の空間に、第２プロテクタ本体が収容されるため、第１プロテクタ本体のサイズ
に応じた、プロテクタの製造装置の大型化を招く。
【０００８】
　また、特許文献１に記載のプロテクタでは、例えば、第１プロテクタ本体と蓋部とによ
って第２プロテクタ本体が囲まれる二重構造となっているため、プロテクタを製造するた
めの素材の使用量の増加、及びプロテクタの製造装置の複雑化等を招く。
【０００９】
　すなわち、限られた空間において複数の電線の導出が可能であるプロテクタには、製造
を行う観点で改善の余地がある。
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【００１０】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、限られた空間において複数の電線の
導出が可能であり且つ容易に製造可能なプロテクタ及びプロテクタ付ワイヤーハーネスを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、第１の態様に係るプロテクタは、電線を保護するためのプ
ロテクタであって、第１電線保護部と、前記第１電線保護部上において第１電線群を構成
する２本以上の電線を一列に並べた状態で保持し且つ外部に導出することが可能な第１電
線導出部とを有する第１プロテクタ本体部と、第２電線保護部と、前記第２電線保護部上
において第２電線群を構成する２本以上の電線を一列に並べた状態で保持し且つ外部に導
出することが可能な第２電線導出部とを有する第２プロテクタ本体部と、前記第１電線保
護部と前記第２電線保護部とが前記第１電線導出部及び前記第２電線導出部を挟んでいる
状態で、前記第１プロテクタ本体部と前記第２プロテクタ本体部とを相互に固定すること
が可能な固定部と、を備えている。
【００１２】
　第２の態様に係るプロテクタは、第１の態様に係るプロテクタであって、前記第１プロ
テクタ本体部と前記第２プロテクタ本体部とを回動可能に連結する連結部、を更に備え、
前記連結部が、前記第１プロテクタ本体部と前記第２プロテクタ本体部とを相対的に回動
させることで、前記第１電線保護部と前記第２電線保護部とが前記第１電線導出部及び前
記第２電線導出部を挟んで対向していない第１状態から、前記第１電線保護部と前記第２
電線保護部とが前記第１電線導出部及び前記第２電線導出部を挟んで対向しており且つ前
記第１プロテクタ本体部と前記第２プロテクタ本体部とが前記固定部によって相互に固定
されている第２状態に遷移させることが可能である。
【００１３】
　第３の態様に係るプロテクタは、第１の態様に係るプロテクタであって、前記第１プロ
テクタ本体部と前記第２プロテクタ本体部とが、相互に離間しており且つ連結されていな
い第１状態、及び前記第１電線保護部と前記第２電線保護部とが前記第１電線導出部及び
前記第２電線導出部を挟んで対向しており且つ前記固定部によって相互に固定されている
第２状態の何れか一方の状態に、選択的に設定することが可能である。
【００１４】
　第４の態様に係るプロテクタは、第１から第３の何れか１つの態様に係るプロテクタで
あって、複数本の電線を導入することが可能な電線導入部、を備え、前記電線導入部から
前記第１電線導出部にかけて電線の配設が可能であり且つ電線を保護することが可能であ
るとともに、前記電線導入部から前記第２電線導出部にかけて電線の配設が可能であり且
つ電線を保護することが可能である。
【００１５】
　第５の態様に係るプロテクタ付ワイヤーハーネスは、第１から第４の何れか１つの態様
に係るプロテクタと、前記第１電線導出部において一列に並べられた状態で保持され且つ
前記プロテクタから導出されている２本以上の電線を含む第１電線群と、前記第２電線導
出部において一列に並べられた状態で保持され且つ前記プロテクタから導出されている２
本以上の電線を含む第２電線群と、を備え、前記固定部が、前記第１電線保護部と前記第
２電線保護部とが前記第１電線導出部及び前記第２電線導出部を挟んでいる状態で、前記
第１プロテクタ本体部と前記第２プロテクタ本体部とを相互に固定している。
【００１６】
　第６の態様に係るプロテクタ付ワイヤーハーネスは、第４の態様に係るプロテクタと、
前記電線導入部から前記導入された複数本の電線と、を備え、前記複数本の電線が、前記
複数本の電線の少なくとも一部が枝分かれして、前記第１電線導出部において一列に並べ
られた状態で保持され且つ前記プロテクタから導出されている２本以上の電線を含む第１
電線群と、前記複数本の電線の少なくとも一部が枝分かれして、前記第２電線導出部にお
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いて一列に並べられた状態で保持され且つ前記プロテクタから導出されている２本以上の
電線を含む第２電線群と、を含んでおり、前記固定部が、前記第１電線保護部と前記第２
電線保護部とが前記第１電線導出部及び前記第２電線導出部を挟んでいる状態で、前記第
１プロテクタ本体部と前記第２プロテクタ本体部とを相互に固定している。
【発明の効果】
【００１７】
　第１から第４の何れの態様に係るプロテクタによっても、例えば、電線導出部に２以上
の電線がそれぞれ一列にならべられた一対のプロテクタ本体部が向かい合わせに固定され
ることで、複数列の電線が一対の電線保護部で挟まれたプロテクタの構造が完成され得る
。これにより、例えば、一対のプロテクタ本体部の小型化及びプロテクタの構造の簡素化
等が図られ得る。したがって、限られた空間において複数の電線の導出が可能であり且つ
容易に製造可能なプロテクタが実現され得る。
【００１８】
　第２の態様に係るプロテクタによれば、例えば、一対のプロテクタ本体部が回動可能に
連結されているため、一対のプロテクタ本体部が容易に向かい合わせに固定され得る。
【００１９】
　第３の態様に係るプロテクタによれば、例えば、一対のプロテクタ本体部が相互に連結
されていない別体のプロテクタ本体部によって構成されているため、プロテクタが容易に
製造され得る。
【００２０】
　第４の態様に係るプロテクタによれば、例えば、分岐後の複数の電線が組み付けられた
一対のプロテクタ本体部が向かい合わせに固定され得るため、プロテクタ内に複数の電線
を収容する際における複数の電線の移動距離が短縮され得る。このため、例えば、複数の
電線における移動を可能とするための余長が短縮され得る。その結果、例えば、余長の短
縮による材料の使用量の低減が図られるとともに、複数の電線が各部に干渉し難く、プロ
テクタによって電線が保護されたワイヤーハーネスが、容易に製造され得る。
【００２１】
　第５及び第６の何れの態様に係るプロテクタ付ワイヤーハーネスによっても、例えば、
電線導出部に２以上の電線がそれぞれ一列にならべられた一対のプロテクタ本体部が向か
い合わせに固定されて、複数列の電線が一対の電線保護部で挟まれたプロテクタの構造が
完成され得る。これにより、例えば、一対のプロテクタ本体部の小型化及びプロテクタの
構造の簡素化等が図られ得る。したがって、限られた空間において複数の電線の導出が可
能であり且つ容易に製造可能なプロテクタ付ワイヤーハーネスが実現され得る。
【００２２】
　第６の態様に係るプロテクタ付ワイヤーハーネスによれば、例えば、分岐後の複数の電
線が組み付けられた一対のプロテクタ本体部が向かい合わせに固定されるため、プロテク
タ内に複数の電線を収容する際における複数の電線の移動距離が短縮され得る。このため
、例えば、複数の電線における移動を可能とするための余長が短縮され得る。その結果、
例えば、余長の短縮による材料の使用量の低減が図られるとともに、複数の電線が各部に
干渉し難く、プロテクタによって電線が保護されたワイヤーハーネスが、容易に製造され
得る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】一実施形態に係るワイヤーハーネスを例示する概略斜視図である。
【図２】一実施形態に係るプロテクタを例示する分解斜視図である。
【図３】プロテクタ内に電線群を配索する様子を例示する斜視図である。
【図４】電線導出部の蓋部を取り付ける様子を例示する概略斜視図である。
【図５】一対のプロテクタ本体部を閉じる様子を例示する概略斜視図である。
【図６】第１変形例に係るワイヤーハーネスの作成態様を示す概略正面図である。
【図７】第１変形例に係るワイヤーハーネスを示す概略正面図である。
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【図８】第２変形例に係るワイヤーハーネスの作成態様を示す概略正面図である。
【図９】第２変形例に係るワイヤーハーネスを示す概略正面図である。
【図１０】第３変形例に係るワイヤーハーネスの作成態様を示す概略正面図である。
【図１１】第３変形例に係るワイヤーハーネスを示す概略正面図である。
【図１２】第４変形例に係るワイヤーハーネスの作成態様を示す概略背面図である。
【図１３】第４変形例に係るワイヤーハーネスを示す概略背面図である。
【図１４】第５変形例に係るワイヤーハーネスの作成態様を示す概略背面図である。
【図１５】第５変形例に係るワイヤーハーネスを示す概略背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　＜１．一実施形態＞
　以下、一実施形態に係るワイヤーハーネス１及びプロテクタ２について説明する。なお
、図面においては同様な構成および機能を有する部分については同じ符号が付されており
、下記説明では重複説明が省略される。図面は模式的に示されたものであり、各図におけ
る各種構造のサイズおよび位置関係等は適宜変更され得る。
【００２５】
　　＜１－１．ワイヤーハーネスの概要＞
　図１は、一実施形態に係るワイヤーハーネス１を例示する概略斜視図である。図２は、
一実施形態に係るプロテクタ２を概略的に例示する分解斜視図である。図３は、プロテク
タ２内に電線群３を配索する様子を例示する概略斜視図である。図４は、第１及び第２電
線導出部２１３，２２３に蓋部Ｃ１を取り付ける様子を例示する概略斜視図である。図５
は、第１及び第２電線導出部２１３，２２３に蓋部Ｃ１が取り付けられた様子を例示する
概略斜視図である。図１から図５及び後述する図６から図１５には、プロテクタ２の長手
方向を＋Ｘ方向とし、プロテクタ２の幅方向を＋Ｙ方向とする、右手系のＸＹＺ座標系が
付されている。
【００２６】
　一実施形態に係るワイヤーハーネス１は、例えば、プロテクタ２と、電線群３と、コル
ゲートチューブ４とを備えている。ワイヤーハーネス１は、例えば、電源供給或いは信号
通信に用いられる複数の電線が束にされた集合部品である。なお、プロテクタ２が取り付
けられたワイヤーハーネス１は、例えば、プロテクタ付ワイヤーハーネスとも称される。
【００２７】
　　＜１－２．電線群＞
　電線群３は、例えば、複数の電線が束ねられたものであり、プロテクタ２に導入される
１本以上の電線（被導入線とも言う）３ｅと、プロテクタ２から導出される１本以上の電
線（被導出線とも言う）３ｏと、を含んでいる。本実施形態では、１本の被導入線３ｅが
プロテクタ２に導入され、１本の被導入線３ｅが枝分かれした４本の被導出線３ｏがプロ
テクタから導出されている。つまり、ここでは、１本の被導入線３ｅは、複数本の電線に
よって構成されている。このとき、被導入線３ｅは、複数本の電線が束ねられることで形
成され得る。その結果、被導入線３ｅは、複数本の電線が束ねられたもの（電線束とも言
う）となり得る。また、被導出線３ｏは、例えば、１本の電線で構成されてもよいし、２
本以上の電線が束ねられた電線束で構成されてもよい。電線群３は、例えば、車両等に配
索されて、各種電気部品同士を電気的に接続する配線材として用いられる。電線群３には
、光ファイバーケーブル等が含まれていてもよい。図１及び図３から図１５には、被導入
線３ｅ及び被導出線３ｏの概形が描かれている。また、図３から図５には、プロテクタ２
内に電線（ここでは、被導出線３ｏ）が配される経路（配設経路とも言う）の外縁が二点
鎖線で描かれている。
【００２８】
　　＜１－３．コルゲートチューブ＞
　コルゲートチューブ４は、長手方向に山部４ｐと谷部４ｒとが連続して形成された外周
部を有している。コルゲートチューブ４は、筒状に形成されている。具体的には、コルゲ
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ートチューブ４では、山部４ｐは、谷部４ｒよりも径方向に突出する環状の凸部であり、
谷部４ｒは、山部４ｐよりも径方向に凹んでいる環状の凹部である。山部４ｐと谷部４ｒ
とは、コルゲートチューブ４の長手方向に沿って交互に形成されている。すなわち、コル
ゲートチューブ４は、環状の凸部と環状の凹部とが交互に配された外形を有している管状
の部材である。ここでは、コルゲートチューブ４の長手方向に直交する方向に沿って切断
した断面は、例えば、円形状であっても、楕円形状等のその他の形状であってもよい。
【００２９】
　コルゲートチューブ４の素材としては、例えば、樹脂等のある程度の柔軟性を有し且つ
弾性変形が可能な素材が採用され得る。該樹脂には、例えば、ゴム等が含まれる。この場
合、例えば、コルゲートチューブ４は、環状の凸部と環状の凹部との間の段部等で比較的
容易に弾性変形するため、全体として曲げ変形が容易な性質を有している。
【００３０】
　コルゲートチューブ４は、例えば、電線群３のうち、被導入線３ｅ及び各被導出線３ｏ
の周囲をそれぞれ覆うことで、被導入線３ｅ及び各被導出線３ｏを保護することができる
。ここで、コルゲートチューブ４には、例えば、被導入線３ｅの周囲を覆うコルゲートチ
ューブ（入側コルゲートチューブとも言う）４ｅ、及び各被導出線３ｏの周囲を覆うコル
ゲートチューブ（出側コルゲートチューブとも言う）４ｏが含まれる。
【００３１】
　ここで、例えば、コルゲートチューブ４に、長手方向に沿ったスリットが形成されてい
れば、該スリットが割り開かれて、該コルゲートチューブ４の内部の空間に電線が収容さ
れ得る。また、例えば、コルゲートチューブ４にスリットが形成されていなければ、該コ
ルゲートチューブ４の一方側の開口から他方側の開口に向けて電線が中通しされてもよい
。これらの何れの構成が採用されても、コルゲートチューブ４が電線に外装され得る。
【００３２】
　　＜１－４．プロテクタの構成＞
　プロテクタ２は、例えば、複数の電線を含む電線群３の外周部を保護することが可能な
部材である。また、プロテクタ２は、例えば、電線群３を構成する被導入線３ｅ及び被導
出線３ｏの配設経路を規制することが可能である。ここで、プロテクタ２の素材として、
例えば、樹脂等の適度な剛性を有する素材が採用され、プロテクタ２の厚さ及び形状が調
整されれば、プロテクタ２による電線群３の保護及び配設経路の規制が実現され得る。プ
ロテクタ２の素材としての樹脂には、例えば、プラスチックス等が含まれる。プロテクタ
２は、例えば、左右又は上下から接離可能な一対の金型を用いた樹脂の一体成型等によっ
て製造され得る。なお、プロテクタ２は、例えば、３Ｄプリンタ等によっても成型され得
る。
【００３３】
　プロテクタ２は、例えば、第１プロテクタ本体部２１と、第２プロテクタ本体部２２と
、蓋部Ｃ１と、連結部Ｒ１と、固定部Ｌｋ０と、を備えている。
【００３４】
　第１プロテクタ本体部２１は、例えば、半円筒状の形状を有する。ここでは、第１プロ
テクタ本体部２１は、電線群３を側方から保護する部分（第１電線保護部とも言う）２１
１としての役割を果たす板状の底部と、該底部の幅方向（ここでは、＋Ｙ方向）の両端部
に立設されるように形成された一対の側壁部２１２ｕ，２１２ｂとを有している。これに
より、例えば、長手方向（ここでは、＋Ｘ方向）に垂直な断面の形状がＵ字状である第１
プロテクタ本体部２１の概形が形成され得る。そして、第１プロテクタ本体部２１に囲ま
れた空間Ｓｐ１が形成される。該空間Ｓｐ１は、電線の配設経路となり得る。
【００３５】
　また、第１プロテクタ本体部２１は、電線の配設経路に沿った一端側（ここでは、＋Ｘ
側）において、第１電線保護部２１１上に被導入線３ｅを導入するための部分（第１電線
導入部とも言う）２０１を有している。また、第１プロテクタ本体部２１は、電線の配設
経路に沿った他端側（ここでは、－Ｘ側）において、第１電線保護部２１１上に被導出線
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３ｏを導出するための部分（第１電線導出部とも言う）２１３を有している。
【００３６】
　第１電線導入部２０１には、例えば、空間Ｓｐ１の延在方向に垂直な方向に延在してい
る１本以上（ここでは、３本）の突起部Ｌ０が、空間Ｓｐ１側に突起するように第１電線
保護部２１１上に立設されている。突起部Ｌ０は、入側コルゲートチューブ４ｅの外周の
谷部４ｒに嵌合することが可能な形状を有している。これにより、第１電線導入部２０１
では、空間Ｓｐ１の一端側の開口Ｏｐ１１から第１プロテクタ本体部２１内に延びる入側
コルゲートチューブ４ｅが嵌合可能な半筒状の溝部Ｇ１１が形成されている。
【００３７】
　第１電線導出部２１３は、第１電線保護部２１１上において、２本以上の電線（ここで
は、被導出線３ｏ）を一列に並べた状態で保持することが可能であるとともに、該２本以
上の被導出線３ｏをプロテクタ２の外部に導出することが可能である。本実施形態では、
第１電線導出部２１３によって、＋Ｙ方向に一列に並べられた２本の被導出線３ｏがプロ
テクタ２の外部に導出され得る。つまり、ここでは、第１電線導出部２１３から導出され
る２本以上の被導出線３ｏが１つの電線群（第１電線群とも言う）３１を構成する。なお
、本実施形態では、被導入線３ｅを構成する複数本の電線の一部が枝分かれして、２本以
上の被導出線３ｏによって第１電線群３１が構成されている。このため、被導入線３ｅは
、第１電線群３１を含む。
【００３８】
　本実施形態では、第１電線導出部２１３に、仕切り板Ｗａ１が設けられている。該仕切
り板Ｗａ１は、第１電線保護部材２１１上に立設され、空間Ｓｐ１の延在方向に沿って延
在されている。このため、空間Ｓｐ１の他端側（ここでは、－Ｘ側）の部分が、２つ以上
（ここでは、２つ）の空間に仕切られている。そして、これにより、第１電線導出部２１
３には、開口Ｏｐ１２を有する溝部Ｇ１２と、開口Ｏｐ１３を有する溝部Ｇ１３とが形成
されている。
【００３９】
　溝部Ｇ１２には、該溝部Ｇ１２によって囲まれる空間の延在方向に垂直な方向に延在し
ている１本以上（ここでは、３本）の突起部Ｌ１が、空間Ｓｐ１側に突起するように第１
電線保護部２１１上に立設されている。突起部Ｌ１は、出側コルゲートチューブ４ｏの外
周の谷部４ｒに嵌合することが可能な形状を有している。このため、溝部Ｇ１２では、第
１プロテクタ本体部２１内から開口Ｏｐ１２を介して第１プロテクタ本体部２１の外部に
延びる出側コルゲートチューブ４ｏが嵌合可能である。また、溝部Ｇ１２に嵌合された出
側コルゲートチューブ４ｏの上に、下面に出側コルゲートチューブ４ｏの外周の谷部４ｒ
に嵌合可能な凹凸構造を有する蓋部Ｃ１が被せられることで、溝部Ｇ１２によって１本の
出側コルゲートチューブ４ｏが安定して保持され得る。
【００４０】
　溝部Ｇ１３には、溝部Ｇ１２と同様に、該溝部Ｇ１３によって囲まれる空間の延在方向
に垂直な方向に延在している１本以上（ここでは、３本）の突起部Ｌ１が、空間Ｓｐ１側
に突起するように第１電線保護部２１１上に立設されている。突起部Ｌ１は、出側コルゲ
ートチューブ４ｏの外周の谷部４ｒに嵌合することが可能な形状を有している。このため
、溝部Ｇ１３では、第１プロテクタ本体部２１内から開口Ｏｐ１３を介して第１プロテク
タ本体部２１の外部に延びる出側コルゲートチューブ４ｏが嵌合可能である。また、溝部
Ｇ１３に嵌合された出側コルゲートチューブ４ｏの上に、下面に出側コルゲートチューブ
４ｏの外周の谷部４ｒに嵌合可能な凹凸構造を有する蓋部Ｃ１が被せられることで、溝部
Ｇ１３によって１本の出側コルゲートチューブ４ｏが安定して保持され得る。
【００４１】
　第２プロテクタ本体部２２は、例えば、ＸＺ平面を基準として、上述した第１プロテク
タ本体部２１と面対称の構造を有している。
【００４２】
　第２プロテクタ本体部２２は、例えば、半円筒状の形状を有する。ここでは、第２プロ
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テクタ本体部２２は、電線群３を側方から保護する部分（第２電線保護部とも言う）２２
１としての役割を果たす板状の底部と、該底部の幅方向（ここでは、＋Ｙ方向）の両端部
に立設されるように形成された一対の側壁部２２２ｕ，２２２ｂとを有している。これに
より、例えば、長手方向（ここでは、＋Ｘ方向）に垂直な断面の形状がＵ字状である第２
プロテクタ本体部２２の概形が形成され得る。そして、第２プロテクタ本体部２２に囲ま
れた空間Ｓｐ２が形成される。該空間Ｓｐ２は、電線の配設経路となり得る。
【００４３】
　また、第２プロテクタ本体部２２は、電線の配設経路に沿った一端側（ここでは、＋Ｘ
側）において、第２電線保護部２２１上に被導入線３ｅを導入するための部分（第２電線
導入部とも言う）２０２を有している。また、第２プロテクタ本体部２２は、電線の配設
経路に沿った他端側（ここでは、－Ｘ側）において、第２電線保護部２２１上に被導出線
３ｏを導出するための部分（第２電線導出部とも言う）２２３を有している。
【００４４】
　第２電線導入部２０２には、例えば、空間Ｓｐ２の延在方向に垂直な方向に延在してい
る１本以上（ここでは、３本）の突起部Ｌ０が、空間Ｓｐ２側に突起するように第２電線
保護部２２１上に立設されている。突起部Ｌ０は、入側コルゲートチューブ４ｅの外周の
谷部４ｒに嵌合することが可能な形状を有している。これにより、第２電線導入部２０２
では、空間Ｓｐ２の一端側の開口Ｏｐ２１から第２プロテクタ本体部２２内に延びる入側
コルゲートチューブ４ｅが嵌合可能な半筒状の溝部Ｇ２１が形成されている。
【００４５】
　第２電線導出部２２３は、第２電線保護部２２１上において、２本以上の電線（ここで
は、被導出線３ｏ）を一列に並べた状態で保持することが可能であるとともに、該２本以
上の被導出線３ｏをプロテクタ２の外部に導出することが可能である。本実施形態では、
第２電線導出部２２３によって、＋Ｙ方向に一列に並べられた２本の被導出線３ｏがプロ
テクタ２の外部に導出され得る。つまり、ここでは、第２電線導出部２２３から導出され
る２本以上の被導出線３ｏが１つの電線群（第２電線群とも言う）３２を構成する。なお
、本実施形態では、被導入線３ｅを構成する複数本の電線の一部が枝分かれして、２本以
上の被導出線３ｏによって第２電線群３１が構成されている。このため、被導入線３ｅは
、第２電線群３１を含む。
【００４６】
　本実施形態では、第２電線導出部２２３に、仕切り板Ｗａ２が設けられている。該仕切
り板Ｗａ２は、第２電線保護部２２１上に立設され、空間Ｓｐ２の延在方向に沿って延在
されている。このため、空間Ｓｐ２の他端側（ここでは、－Ｘ側）の部分が、２つ以上（
ここでは、２つ）の空間に仕切られている。これにより、第２電線導出部２２３には、開
口Ｏｐ２２を有する溝部Ｇ２２と、開口Ｏｐ２３を有する溝部Ｇ２３とが形成されている
。
【００４７】
　溝部Ｇ２２には、該溝部Ｇ２２に囲まれている空間の延在方向に垂直な方向に延在して
いる１本以上（ここでは、３本）の突起部Ｌ１が、空間Ｓｐ１側に突起するように第２電
線保護部２２１上に立設されている。突起部Ｌ１は、出側コルゲートチューブ４ｏの外周
の谷部４ｒに嵌合することが可能な形状を有している。このため、溝部Ｇ２２では、第２
プロテクタ本体部２２内から開口Ｏｐ２２を介して第２プロテクタ本体部２２の外部に延
びる出側コルゲートチューブ４ｏが嵌合可能である。また、溝部Ｇ２２に嵌合された出側
コルゲートチューブ４ｏの上に、下面に出側コルゲートチューブ４ｏの外周の谷部４ｒに
嵌合可能な凹凸構造を有する蓋部Ｃ１が被せられることで、溝部Ｇ２２によって１本の出
側コルゲートチューブ４ｏが安定して保持され得る。
【００４８】
　溝部Ｇ２３には、溝部Ｇ２２と同様に、該溝部Ｇ２３に囲まれている空間の延在方向に
垂直な方向に延在している１本以上（ここでは、３本）の突起部Ｌ１が、空間Ｓｐ２側に
突起するように第２電線保護部２２１上に立設されている。突起部Ｌ１は、出側コルゲー
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トチューブ４ｏの外周の谷部４ｒに嵌合することが可能な形状を有している。このため、
溝部Ｇ２３では、第２プロテクタ本体部２２内から開口Ｏｐ２３を介して第２プロテクタ
本体部２２の外部に延びる出側コルゲートチューブ４ｏが嵌合可能である。また、溝部Ｇ
２３に嵌合された出側コルゲートチューブ４ｏの上に、下面に出側コルゲートチューブ４
ｏの外周の谷部４ｒに嵌合可能な凹凸構造を有する蓋部Ｃ１が被せられることで、溝部Ｇ
２３によって１本の出側コルゲートチューブ４ｏが安定して保持され得る。
【００４９】
　連結部Ｒ１は、第１プロテクタ本体部２１と第２プロテクタ本体部２２とを回動可能に
連結している。連結部Ｒ１は、例えば、空間Ｓｐ１が上方（ここでは、＋Ｚ方向）を向く
ように配置された第１プロテクタ本体部２１の側壁部２１２ｂと、空間Ｓｐ２が上方（こ
こでは、＋Ｚ方向）を向くように配置された第２プロテクタ本体部２２の側壁部２２２ｂ
とが、略平行に配置された状態で、側壁部２１２ｂの上端部と側壁部２２２ｂの上端部と
を回動可能に連結する。ここでは、２つの連結部Ｒ１が設けられているが、少なくとも１
つの連結部Ｒ１が設けられていればよい。連結部Ｒ１としては、例えば、蝶番の構造又は
弾性変形が可能な薄肉部等のヒンジ部が採用され得る。
【００５０】
　このような連結部Ｒ１により、第１プロテクタ本体部２１と第２プロテクタ本体部２２
とを相対的に回動させることができる。これにより、プロテクタ２を、図５で示されてい
るような空間Ｓｐ１と空間Ｓｐ２とが外部の空間に開放されている第１状態（開状態とも
言う）から、図１で示されているような空間Ｓｐ１と空間Ｓｐ２とが向かい合わせに配置
されて、外部の空間に対して閉じられている第２状態（閉状態とも言う）に、遷移させる
ことが可能である。
【００５１】
　このように、連結部Ｒ１によって、一対のプロテクタ本体部２１，２２が回動可能に連
結されていれば、一対のプロテクタ本体部２１，２２が容易に向かい合わせに固定され得
る。すなわち、一対の電線保護部２１１，２２１で第１及び第２電線群３１，３２が挟ま
れたプロテクタ２を含むワイヤーハーネス１の構造が容易に完成され得る。
【００５２】
　ここで、開状態では、第１電線保護部２１１と第２電線保護部２２１とが、第１電線導
出部２１３及び第２電線導出部２２３を挟んで対向していない。
【００５３】
　これに対して、閉状態では、第１電線保護部２１１と第２電線保護部２２１とが第１電
線導出部２１３及び第２電線導出部２２３を挟んで対向している。つまり、第１電線保護
部２１１と第２電線保護部２２１との間に、第１電線導出部２１３と第２電線導出部２２
３とが、この順に挟まれている。このとき、半筒状の溝部Ｇ１１と半筒状の溝部Ｇ２１と
が向かい合うことで、入側コルゲートチューブ４ｅが固定され得る円筒状の電線導入部２
０が形成される。また、第１プロテクタ本体部２１と第２プロテクタ本体部２２とが１つ
の円筒状のプロテクタ２を形成する。具体的には、例えば、第１プロテクタ本体部２１の
側壁部２１２ｂと、第２プロテクタ本体部２２の側壁部２２２ｂとが、プロテクタ２の１
つの底面部２ｂを構成する。また、例えば、第１プロテクタ本体部２１の側壁部２１２ｕ
と、第２プロテクタ本体部２２の側壁部２２２ｕとが、プロテクタ２の１つの上面部２ｕ
を構成する。また、第１プロテクタ本体部２１の底部が、プロテクタ２の一方の側面部２
ｓ１を構成し、第２プロテクタ本体部２２の底部が、プロテクタ２の他方の側面部２ｓ２
を構成する。このため、空間Ｓｐ１と空間Ｓｐ２とが１つの筒を貫通する中空の空間を形
成する。
【００５４】
　換言すれば、閉状態のプロテクタ２は、電線導入部２０を備えており、電線導入部２０
から第１電線導出部２１３にかけて電線の配設が可能であり且つ保護することができ、電
線導入部２０から第２電線導出部２２３にかけて電線の配設が可能であり且つ保護するこ
とができる。
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【００５５】
　固定部Ｌｋ０は、第１電線保護部２１１と第２電線保護部２２１とが、第１電線導出部
２１３及び第２電線導出部２２３を挟んでいる状態で、第１プロテクタ本体部２１と第２
プロテクタ本体部２２とを相互に固定することができる。このため、連結部Ｒ１によって
閉状態とされると、第１プロテクタ本体部２１と第２プロテクタ本体部２２とが固定部Ｌ
ｋ０によって相互に固定され得る。
【００５６】
　固定部Ｌｋ０は、例えば、嵌合、螺合及び係止等の何れの態様によって、第１プロテク
タ本体部２１と第２プロテクタ本体部２２とを相互に固定してもよい。本実施形態では、
固定部Ｌｋ０として、被嵌合部Ｌｋ１の貫通孔に、嵌合部Ｌｋ２の先端部に設けられたロ
ック片が挿通されることで、嵌合部Ｌｋ２が被嵌合部Ｌｋ１に嵌合され得る構造が採用さ
れている。なお、ここでは、被嵌合部Ｌｋ１が、第１プロテクタ本体部２１の側壁部２１
２ｕの上端部近傍に設けられ、嵌合部Ｌｋ２が、第２プロテクタ本体部２２の側壁部２２
２ｕの上端部近傍に設けられている。
【００５７】
　　＜１－５．ワイヤーハーネスの製造＞
　ここで、本実施形態に係るワイヤーハーネス１の製造の手順について説明する。
【００５８】
　まず、例えば、図２で示されるようにプロテクタ２が閉状態とされる。
【００５９】
　次に、図３で示されるように、入側コルゲートチューブ４ｅによって外周が覆われた被
導入線３ｅから引き出された４本の被導出線３ｏが、１本ずつ第１電線導出部２１３及び
第２電線導出部２２３に保持させられる。このとき、例えば、入側コルゲートチューブ４
ｅが、第１電線導入部２０１と第２電線導入部２０２の間の部分の上方に配置される。具
体的には、例えば、入側コルゲートチューブ４ｅが、第１プロテクタ本体部２１の側壁部
２１２ｂと第２プロテクタ本体部２２の側壁部２２２ｂとの上に載置される。このとき、
例えば、プロテクタ２に部材が設けられるか、治具が使用されることで、入側コルゲート
チューブ４ｅが安定して保持されるようにしてもよい。
【００６０】
　そして、１本目の被導出線３ｏが、空間Ｓｐ１を通り且つ開口Ｏｐ１２から第１プロテ
クタ本体部２１の外部に導出されるように配置され、１本目の被導出線３ｏの外周部を覆
う出側コルゲートチューブ４ｏが、第１電線導出部２１３の溝部Ｇ１２に嵌合される。ま
た、２本目の被導出線３ｏが、空間Ｓｐ１を通り且つ開口Ｏｐ１３から第１プロテクタ本
体部２１の外部に導出されるように配置され、２本目の被導出線３ｏの外周部を覆う出側
コルゲートチューブ４ｏが、第１電線導出部２１３の溝部Ｇ１３に嵌合される。また、３
本目の被導出線３ｏが、空間Ｓｐ２を通り且つ開口Ｏｐ２２から第２プロテクタ本体部２
２の外部に導出されるように配置され、３本目の被導出線３ｏの外周部を覆う出側コルゲ
ートチューブ４ｏが、第２電線導出部２２３の溝部Ｇ２２に嵌合される。また、４本目の
被導出線３ｏが、空間Ｓｐ２を通り且つ開口Ｏｐ２３から第２プロテクタ本体部２２の外
部に導出されるように配置され、４本目の被導出線３ｏの外周部を覆う出側コルゲートチ
ューブ４ｏが、第２電線導出部２２３の溝部Ｇ２３に嵌合される。
【００６１】
　次に、図４及び図５で示されるように、溝部Ｇ１２，Ｇ１３，Ｇ２２，Ｇ２３にそれぞ
れ嵌合された出側コルゲートチューブ４ｏの上に、蓋部Ｃ１がそれぞれ被せられる。この
とき、各出側コルゲートチューブ４ｏの外周の谷部４ｒに、蓋部Ｃ１の下面の設けられた
凸部が嵌合することで、４本の出側コルゲートチューブ４ｏが、第１電線導出部２１３及
び第２電線導出部２２３に安定して保持される。
【００６２】
　そして、図５及び図１で示されるように、連結部Ｒ１によって、第１プロテクタ本体部
２１と第２プロテクタ本体部２２が相対的に回動されることで、プロテクタ２が閉状態と
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される。このとき、入側コルゲートチューブ４ｅが、溝部Ｇ１１と溝部Ｇ２１によって挟
み込まれる。そして、入側コルゲートチューブ４ｅの外周の谷部４ｒに、両溝部Ｇ１１，
Ｇ２１の突起部Ｌ０が嵌合されることで、電線導入部２０に入側コルゲートチューブ４ｅ
が固定された状態となる。また、このとき、固定部Ｌｋ０によって、第１電線保護部２１
１と第２電線保護部２２１とが第１電線導出部２１３及び第２電線導出部２２３を挟んで
いる状態で、第１プロテクタ本体部２１と第２プロテクタ本体部２２とが相対的に固定さ
れ得る。これにより、第１プロテクタ本体部２１と第２プロテクタ本体部２２とが相互に
固定されたワイヤーハーネス１が完成され得る。
【００６３】
　このとき、ワイヤーハーネス１には、第１電線導出部２１３において一列にならべられ
た状態で保持され且つプロテクタ２から導出されている２本以上（ここでは、２本）の被
導出線３ｏを含む第１電線群３１、並びに第２電線導出部２２３において一列にならべら
れた状態で保持され且つプロテクタ２から導出されている２本以上（ここでは、２本）の
被導出線３ｏを含む第２電線群３２が含まれている。そして、被導出線３ｏがそれぞれ保
持されている溝部Ｇ１２，Ｇ１３，Ｇ２２，Ｇ２３が、溝部Ｇ１２と溝部Ｇ２２が一段目
に並び、溝部Ｇ１３と溝部Ｇ２３とが二段目に並んでいる状態となる。つまり、複数の被
導出線３ｏが、２列以上に並べられた状態で、プロテクタ２から導出されている。
【００６４】
　このようなワイヤーハーネス１の製造の手順によれば、被導入線３ｅが、例えば、複数
の被導出線３ｏに分岐され、一対のプロテクタ本体部２１，２２に組み付けられた後に、
一対のプロテクタ本体部２１，２２が向かい合わせに固定される。このため、例えば、プ
ロテクタ２内に複数の被導出線３ｏが収容される際における複数の被導出線３ｏの移動距
離が短くなり得る。これにより、例えば、複数の被導出線３ｏにおける、移動を可能とす
るための余裕を与えるための長さ（余長とも言う）が短縮され得る。その結果、余長の短
縮による材料の使用量の低減が図られるとともに、複数の被導出線３ｏが各部に干渉し難
く、ワイヤーハーネス１の製造が容易となり得る。
【００６５】
　　＜１－６．一実施形態のまとめ＞
　以上のように、本実施形態に係るプロテクタ２によれば、例えば、一対の電線導出部２
１３，２２３に２以上の被導出線３ｏがそれぞれ一列にならべられた一対のプロテクタ本
体部２１，２２が向かい合わせに固定されることで、２つの電線群３が一対の電線保護部
２１１，２２１で挟まれたプロテクタ２の構造が完成され得る。このため、例えば、複数
の電線を平面的に配索した後に、２段以上で配置された電線が容易に実現され得る。これ
により、例えば、一対のプロテクタ本体部２１，２２の小型化及びプロテクタ２の構造の
簡素化等が図られ得る。したがって、限られた空間において複数の電線の導出が可能であ
り且つ容易に製造可能なプロテクタ２及びワイヤーハーネス１が実現され得る。
【００６６】
　＜２．変形例＞
　なお、本発明は上述の一実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲において種々の変更、改良等が可能である。
【００６７】
　例えば、上記一実施形態では、第１プロテクタ本体部２１と第２プロテクタ本体部２２
とが回動可能に連結されていたが、これに限られない。例えば、第１プロテクタ本体部２
１と第２プロテクタ本体部２２とが、相互に離間しており且つ連結されていない第１状態
（図６）、及び固定部Ｌｋ０によって相互に固定されている第２状態（図７）の何れか一
方の状態に、選択的に設定され得る、プロテクタ２Ａが採用されてもよい。このような構
成が採用されれば、例えば、一対のプロテクタ本体部２１，２２が相互に連結されていな
い別体のプロテクタ本体部２１，２２によって構成されるため、プロテクタ２が容易に製
造され得る。
【００６８】
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　図６は、第１変形例に係るプロテクタ２Ａの開状態、すなわちワイヤーハーネス１Ａの
作成態様を示す概略正面図である。図７は、第１変形例に係るプロテクタ２Ａの閉状態、
すなわちワイヤーハーネス１Ａを示す概略正面図である。ここでは、例えば、プロテクタ
２Ａの上面部側の固定部Ｌｋ０に加えて、プロテクタ２Ａの下面部側に、被嵌合部Ｌｋ１
Ａと嵌合部Ｌｋ２Ａとを有する他の固定部Ｌｋ０Ａが設けられている。これにより、第１
プロテクタ本体部２１と第２プロテクタ本体部２２とが相互に離間している開状態から、
第１プロテクタ本体部２１と第２プロテクタ本体部２２とが相互に向かい合って固定され
ている閉状態に遷移させることが可能である。
【００６９】
　また、上記一実施形態及び上記第１変形例では、第１電線導出部２１３及び第２電線導
出部２２３が、それぞれ２本の被導出線３ｏ及び該２本の被導出線３ｏの外周部をそれぞ
れ囲む３本の出側コルゲートチューブ４ｏを保持及び導出することが可能な２つの溝部を
有していたが、これに限られない。例えば、第１電線導出部２１３及び第２電線導出部２
２３が、それぞれ２本以上の任意の本数の被導出線３ｏ及び出側コルゲートチューブ４ｏ
を保持及び導出することが可能であってもよい。第１電線導出部２１３と第２電線導出部
２２３との間で、保持及び導出が可能な被導出線３ｏ及び出側コルゲートチューブ４ｏの
本数は、同一であっても、異なっていてもよい。
【００７０】
　図８は、第２変形例に係るプロテクタ２Ｂの開状態、すなわちワイヤーハーネス１Ｂの
作成態様を示す概略正面図である。図９は、第２変形例に係るプロテクタ２Ｂの閉状態、
すなわちワイヤーハーネス１Ｂを示す概略正面図である。図８及び図９で示されるように
、第２変形例に係るプロテクタ２Ｂは、上記一実施形態に係るプロテクタ２をベースとし
て、第１プロテクタ本体部２１が、第１プロテクタ本体部２１Ｂに変更され、第２プロテ
クタ本体部２２が、第２プロテクタ本体部２２Ｂに変更されたものである。第１プロテク
タ本体部２１Ｂは、３本の被導出線３ｏ及び該３本の被導出線３ｏの外周部をそれぞれ囲
む３本の出側コルゲートチューブ４ｏを保持及び導出することが可能な３つの溝部を有す
る第１電線導出部２１３Ｂを備えている。第２プロテクタ本体部２２Ｂは、３本の被導出
線３ｏ及び該３本の被導出線３ｏの外周部をそれぞれ囲む３本の出側コルゲートチューブ
４ｏを保持及び導出することが可能な３つの溝部を有する第２電線導出部２２３Ｂを備え
ている。
【００７１】
　図１０は、第３変形例に係るプロテクタ２Ｃの開状態、すなわちワイヤーハーネス１Ｃ
の作成態様を示す概略正面図である。図１１は、第３変形例に係るプロテクタ２Ｃの閉状
態、すなわちワイヤーハーネス１Ｃを示す概略正面図である。図１０及び図１１で示され
るように、第３変形例に係るプロテクタ２Ｃは、上記一実施形態に係るプロテクタ２をベ
ースとして、第１プロテクタ本体部２１が、第１プロテクタ本体部２１Ｃに変更され、第
２プロテクタ本体部２２が、第２プロテクタ本体部２２Ｃに変更されたものである。第１
プロテクタ本体部２１Ｃは、３本の被導出線３ｏ及び該３本の被導出線３ｏの外周部をそ
れぞれ囲む３本の出側コルゲートチューブ４ｏを保持及び導出することが可能な３つの溝
部を有する第１電線導出部２１３Ｃを備えている。第２プロテクタ本体部２２Ｃは、２本
の被導出線３ｏ及び該２本の被導出線３ｏの外周部をそれぞれ囲む２本の出側コルゲート
チューブ４ｏを保持及び導出することが可能な２つの溝部を有する第２電線導出部２２３
Ｃを備えている。
【００７２】
　また、上記一実施形態及び上記第１～３変形例では、１本の被導入線３ｅ及び該１本の
被導入線３ｅの外周部を囲む１本の入側コルゲートチューブ４ｅを導入及び保持すること
が可能な電線導入部２０が採用されたが、これに限られない。例えば、電線導入部２０に
おいて、複数本の被導入線３ｅが導入されてもよい。つまり、例えば、電線導入部２０に
おいて、２本以上の任意の本数の被導入線３ｅ及び入側コルゲートチューブ４ｅを保持及
び導入することが可能であってもよい。このとき、電線導入部２０において導入される被
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導入線３ｅがプロテクタの内部で枝分かれすることなく、そのまま被導出線３ｏとされて
もよい。つまり、電線導入部２０で導入される被導入線３ｅの本数と、第１及び第２電線
導出部２１３，２２３で導出される被導出線３ｏの本数とは、同一であってもよいし、異
なっていてもよい。
【００７３】
　図１２は、第４変形例に係るプロテクタ２Ｄの開状態、すなわちワイヤーハーネス１Ｄ
の作成態様を示す概略背面図である。図１３は、第４変形例に係るプロテクタ２Ｄの閉状
態、すなわち第４変形例に係るワイヤーハーネス１Ｄを示す概略背面図である。第４変形
例に係るプロテクタ２Ｄは、上記一実施形態に係るプロテクタ２をベースとして、第１プ
ロテクタ本体部２１が、第１プロテクタ本体部２１Ｄに変更され、第２プロテクタ本体部
２２が、第２プロテクタ本体部２２Ｄに変更されたものである。第１プロテクタ本体部２
１Ｄは、２本の被導入線３ｅ及び２本の入側コルゲートチューブ４ｅの保持及び導入が単
独で可能な第１電線導入部２０１Ｄを有し、第２プロテクタ本体部２２Ｄは、２本の被導
入線３ｅ及び２本の入側コルゲートチューブ４ｅの保持及び導入が単独で可能な第２電線
導入部２０２Ｄを有している。このとき、第１電線導入部２０１Ｄと第２電線導入部２０
２Ｄとが、プロテクタ２Ｄにおいて２本以上の被導入線２ｅを導入する電線導入部２０Ｄ
を構成している。この場合、例えば、合計４本の被導入線３ｅが、第１電線導出部２１３
及び第２電線導出部２２３からそのまま４本の被導出線３ｏとして導出されてもよい。な
お、第１電線導入部２０１Ｄ及び第２電線導入部２０２Ｄにおける各入側コルゲートチュ
ーブ４ｅの保持は、例えば、第１及び第２電線導出部２１３，２２３と同様な構成によっ
て実現され得る。
【００７４】
　図１４は、第５変形例に係るプロテクタ２Ｅの開状態、すなわちワイヤーハーネス１Ｅ
の作成態様を示す概略背面図である。図１５は、第５変形例に係るプロテクタ２Ｅの閉状
態、すなわち第５変形例に係るワイヤーハーネス１Ｅを示す概略背面図である。第５変形
例に係るプロテクタ２Ｅは、上記一実施形態に係るプロテクタ２をベースとして、第１プ
ロテクタ本体部２１が、第１プロテクタ本体部２１Ｅに変更され、第２プロテクタ本体部
２２が、第２プロテクタ本体部２２Ｅに変更されたものである。第１プロテクタ本体部２
１Ｅは、１本の被導入線３ｅ及び１本の入側コルゲートチューブ４ｅを保持及び導入する
ことが単独で可能な第１電線導入部２０１Ｅを有し、第２プロテクタ本体部２２Ｅは、１
本の被導入線３ｅ及び１本の入側コルゲートチューブ４ｅを保持及び導入することが単独
で可能な第２電線導入部２０２Ｅを有している。このとき、第１電線導入部２０１Ｅと第
２電線導入部２０２Ｅとが、プロテクタ２Ｅにおいて２本以上の被導入線２ｅを導入する
電線導入部２０Ｅを構成している。この場合、例えば、第１電線導入部２０１Ｅで導入さ
れた１本の被導入線３ｅが２本の被導出線３ｏに枝分かれして、該２本の被導出線３ｏが
第１電線導出部２１３から導出され、第２電線導入部２０２Ｅで導入された１本の被導入
線３ｅが２本の被導出線３ｏに枝分かれして、該２本の被導出線３ｏが第２電線導出部２
２３から導出される態様が採用されてもよい。
【００７５】
　また、上記一実施形態及び上記第１～５変形例では、被導入線３ｅ及び被導出線３ｏの
外周が、それぞれコルゲートチューブ４によって囲まれたが、これに限られない。例えば
、被導入線３ｅ及び被導出線３ｏの外周が、コルゲートチューブ以外の管状の部材等によ
って囲まれていてもよい。
【００７６】
　また、上記一実施形態及び上記第１～５変形例では、例えば、第１及び第２電線導出部
２１３，２１３Ｂ，２１３Ｃ，２２３，２２３Ｂ，２２３Ｃにおいて、蓋部Ｃ１の代わり
に、粘着力を有するテープ或いはタイバンド等のその他の部材を用いて各被導出線３ｏが
固定されてもよい。
【００７７】
　また、上記一実施形態及び上記第１～５変形例では、例えば、プロテクタ２，２Ａ～２
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Ｅにおいて被導出線３ｏが導出される位置が、ワイヤーハーネス１，１Ａ～１Ｅが搭載さ
れる対象物の設計に合わせて、適宜変更及び調整されてもよい。
【００７８】
　また、上記一実施形態及び上記第１～５変形例では、例えば、電線導入部２０，２０Ｄ
，２０Ｅ、第１電線導入部２０１，２０１Ｄ，２０１Ｅ及び第２電線導入部２０２，２０
２Ｄ，２０２Ｅの代わりに、電線が接続されるコネクタが設けられてもよい。この場合、
プロテクタ２，２Ａ～２Ｅには、電線が外部から導入されずに接続される。
【００７９】
　また、上記一実施形態及び上記第１～５変形例では、例えば、連結部Ｒ１の代わりに、
第１プロテクタ本体部２１，２１Ａ～２２Ｅと第２プロテクタ本体部２２，２２Ａ～２２
Ｅとを回動可能に係合する構造が採用されてもよい。
【００８０】
　また、上記一実施形態及び上記第１～５変形例では、例えば、固定部Ｌｋ０，Ｌｋ０Ａ
の代わりに、粘着性を有するテープ或いはタイバンド等の帯状或いは線状の部材によって
、第１プロテクタ本体部２１，２１Ａ～２２Ｅと第２プロテクタ本体部２２，２２Ａ～２
２Ｅとが相互に固定されてもよい。
【００８１】
　また、上記一実施形態及び上記第１～５変形例では、例えば、第１プロテクタ本体部２
１，２１Ａ～２２Ｅと第２プロテクタ本体部２２，２２Ａ～２２Ｅが、板状の部材で構成
されずに、網状或いは格子状等、外部の部材との干渉から電線を保護することが可能であ
る種々の部材によって構成されてもよい。また、例えば、第１プロテクタ本体部２１，２
１Ａ～２２Ｅと第２プロテクタ本体部２２，２２Ａ～２２Ｅの一部に、他の部材との干渉
が生じない程度の開口が設けられていてもよい。
【００８２】
　以上のように、この発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面におい
て、例示であって、この発明がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の
変形例が、この発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
【符号の説明】
【００８３】
　１，１Ａ～１Ｅ　ワイヤーハーネス
　２，２Ａ～２Ｅ　プロテクタ
　２０，２０Ｄ，２０Ｅ　電線導入部
　２０１，２０１Ｄ，２０１Ｅ　第１電線導入部
　２０２，２０２Ｄ，２０２Ｅ　第２電線導入部
　２１，２１Ａ～２２Ｅ　第１プロテクタ本体部
　２１１　第１電線保護部
　２１２ｂ，２１２ｕ，２２２ｂ，２２２ｕ　側壁部
　２１３，２１３Ｂ，２１３Ｃ　第１電線導出部
　２２，２２Ａ～２２Ｅ　第２プロテクタ本体部
　２２１　第２電線保護部
　２２３，２２３Ｂ，２２３Ｃ　第２電線導出部
　２ｓ１，２ｓ２　側面部
　３　電線群
　３１　第１電線群
　３１　第２電線群
　３ｅ　被導入線
　３ｏ　被導出線
　４　コルゲートチューブ
　４ｅ　入側コルゲートチューブ
　４ｏ　出側コルゲートチューブ
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　Ｃ１　蓋部
　Ｇ１１～Ｇ１３，Ｇ２１～Ｇ２３　溝部
　Ｌｋ０，Ｌｋ０Ａ　固定部
　Ｏｐ１１～Ｏｐ１３，Ｏｐ２１～Ｏｐ２３　開口
　Ｒ１　連結部
　Ｓｐ１，Ｓｐ２　空間

【図１】 【図２】
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